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整

理 

番

号 

① 

項目名 要求書記載頁 

事業の実効性 Ｐ．１、P．５ 

要
求
書
記
載
内
容 

彦名干拓地への往来に利用している道路（西橋）を、一般廃棄物中間処

理施設への搬入路として共用することが計画されているようですが、当

初から周辺自治体（彦名１０区）から絶対反対であるとの意見が多数あっ

たことは今さら言うまでもないことと思います。 

この道路は彦名干拓地をはじめ周辺農地を往来するための唯一の道路

で、一日に数百台（最大数：約６００台）の搬入用車両等が往来するよう

になれば、トラクターや軽トラック等での走行や路上での作業が大変危

険で困難になるだけでなく、将来、彦名干拓地で営農を志す人達の意欲を

削ぐことになるのではないかと大いに危惧するからです。 

また、彦名９区、９区－１と１０区の間に搬入用の専用道路を新設する

には、信号機間の距離が近すぎて困難であると聞いています。残された方

法は、彦名９区、９区－１にある中海に向かう道路の拡幅しか方法がない

と考えますが、米子側には水路があるため境港側にしか拡幅できない構

造になっています。更にこの道路に面して２軒の民家が存在するため家

屋の移転問題が想起されますが、現在の米子市の補償制度では移転に伴

う費用を十分に賄うことができないと聞き及んでおり、移転の同意を得

るには高いハードルを越えなければならず、同意が得られなければ中間

処理施設の建設はおろか搬入路の確保も困難であろうと考えます。 

一方、尾高・日下地区の建設候補地周辺の自治体は建設に反対されてい

ないと聞いており、移転の必要な民家も無いことから用地買収等に懸念

が無く、候補地として最適であると考えます。 

経済合理性においていくら優位性があっても、事業実効性の低い計画

は計画にあらず。 

 

事業実効性において断然優位にあると思われる尾高・日下地区には、最

終候補地調査等の結果は中間処理施設の建設を妨げる要因とは全くなら

ないと考えます。 

 

補
足
説
明 
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整

理 

番

号 

② 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地評価における生物調査に関する評価の

必要性 
Ｐ．２～Ｐ．３ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

生物調査－コウノトリ、オオタカが確認された。 

 

いずれの地区も鳥獣保護区に指定されていない（一次評価：鳥獣保護

区）。また、いずれの地区もクマタカ等の「鳥取県希少野生動植物の保護

に関する条例」に基づく、特定希少野生動植物は確認されていない。 

コウノトリ（特別天然記念物）、オオタカ（準絶滅危惧種）は、調査時

にたまたま居たとも考えられます。また、建設候補地に生息巣を設けてい

ても生息に必要な森林が減少すれば他の場所に移住するものと考えられ

ます。 

関係省庁には丁寧に説明し了承していただきたいと思います。 

※米子水鳥公園が作成する「米子水鳥公園で確認された野鳥（1995 年～

2023 年）The birds check list of Yonago Waterbird Sanctuary」には、

コウノトリ、オオタカ、ノスリ（準絶滅危惧種）、ハイタカ（準絶滅危惧

種）等の貴重種の確認情報が多数掲載されています。 

 

 

補
足
説
明 

・最終候補地調査における生物調査の評価基準が示されていない。 

 

・「基本評価項目得点表 鳥獣保護区指定状況③-a-ア」より  

彦名町地内：鳥獣保護区に指定されていないが隣接している。 

 米子水鳥公園:1974 年国指定鳥獣保護区、2005 年ラムサール条約登録

湿地帯指定。 

 彦名町民が再三にわたり水鳥公園の生物調査を依頼したが、建設候補

地から約 1.7km 離れており対象外として応じなかったことは、水鳥への

影響を懸念する地域住民に対し不誠実な対応であり、今後の話し合いに

も期待が持てない。「地域に愛され・地域に開かれた施設」の建設を「一

般廃棄物処理施設整備基本構想」で標榜しているが、地域住民とのコミュ

ニケーション不足、相互理解への努力不足は否めない。 

 

 

 

（裏面へ続く） 
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補
足
説
明 

・「令和 4年 8月 31 日 ごみ処理施設等調査特別委員会資料 3-(3)-①」 

「令和 4 年 10 月 24 日 ごみ処理施設等調査特別委員会資料 資料 1 3-

(2）」より 

「希少動植物の現地調査は、通年で実施されるものであり、短期間での

実施は季節的にも困難であることから、今後の生活環境調査等で実施す

る。」と、少なくとも 1年間の調査期間が必要なことが指摘されていたが、

最終候補地調査では約 1,5 ケ月で実施する計画としたことは、重要な判

断を行うには極めて乱暴なやり方だと考える。 

 

・クマタカ等の特定希少野生動植物の確認がされていないのにも拘らず、

調査を 3日間(令和 4年 12 月 14 日～16 日 8：15～16：30)で打ち切り、

彦名町地内に優位性があるとする判断がなされたのは不可解で納得でき

ない。 

 

・「要求書」には森林の減少と書いているが、貴組合の設置案では森林の

前方に建設する案になっているので、鳥の生態への影響はかなり小さく

なるものと考える。 
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整

理 

番

号 

③ 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地評価における大気に関する評価結果の

妥当性 
Ｐ．３ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

大気－標高差が５０メートルある住宅地がある。（概ね煙突高さと一致） 

 

たとえ真横の風が吹いたとしても、法規制基準値を大きく下回る煙突

排ガスが、８００メートル程度離れた住宅地に到達する頃には拡散して

検出されることは殆ど無いと思われ、安全性が損なわれるとは考えられ

ません。 

 

 

補
足
説
明 

・最終候補地調査における大気に関する評価基準が示されていない。 

 

・大気の流れについて、横風 （煙が上昇せず地上と平行にたなびく）のみ

が懸念事項として取り上げられているが、吹き上げ、吹き降ろし、雨や雪

による沈着の場合等、もっと緻密で綿密な比較検討が必要だと考える。 

「最終候補地調査結果」より 

  「気象条 によっては、煙突からの煙が上昇せずに地上とほぼ平行にた

なびく、あるいは地上へ向かってくることもある。半径 2ｋm範囲におけ

る標高によっては、煙が直接に地上に影響する可能性がある。」 

 

・尾高・日下地内では 800ｍ程度離れた所に標高差約 50ｍの住宅地(2 軒)

があるとのことだが、最低 3年程度のデータにより、この住宅地に煙突排

ガスが直接到達する風向、風量の日が年間に何日あるかを調査し検討す

る必要があると考える。 

 

・同様に、彦名町地内の場合は、吹き降ろしの風で運ばれる煙突灰ガスが

住宅地に直接到達する風向、風量の日が年間に何日あるかを調査し検討

する必要があると考える。 

 

・さらに、施設との距離が 800ｍの範囲内にある住宅の軒数も重要な比較

検討の要素となると考える。 
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整

理 

番

号 

④ 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地評価における景観に関する評価結果の

妥当性 
Ｐ．３ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

景観－当該地の代表的な大山の景観に影響する。 

 

いずれの地区も景観形成重点区域には指定されていない（一次評価：景

観）。 

大山中腹に極めて目立つ白壁のホテルが建っているのに、いまさら大

山の景観うんぬんはおかしい。また、県道５３号線及び地域内市道から中

間処理施設と大山がぶつかるのはわずかな区間しかないので、景観への

影響は考慮しなくてよいレベルであると考えます。 

 

 

補
足
説
明 

・最終候補地調査における景観に関する評価基準が示されていない。 

 

・「新しいごみ処理施設の整備に係る説明会」より 

（日時：令和 4年 5月 27 日、場所：彦名公民館 1階 会議室） 

 上記の説明会資料として配布された「新しいごみ処理施設の整備につ

いて」において、近年の施設整備の好事例として、「富士市新環境クリー

ンセンター」を富士山に調和するように工夫し周辺の自然環境との調和

を重視したデザイン施設として紹介してあるが、最終補地評価では、「施

設が県道 53号線及び地域内市道の通常通行において当該地の代表的な大

山の景観に影響する。」との理由で優劣が判断されており、二つの説明内

容は矛盾していると考える。 

周辺の眺望に調和するよう工夫・努力している事例は全国に沢山ある

と思われ、それらを参考にして施設を整備すれば景観への影響は最小限

に抑えられると考える。 

 

【ご参考】 

 主要観光施設入込客数（2017 年～2022 年）(鳥取県観光局 観光戦略課) 

（6年間の平均）   

   とっとり花回廊 277,262 人、水木しげるロード 1,751,927 人 

観光の観点からも大山の景色のみでの求心力は低下傾向にあると思わ

れる。 
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整

理 

番

号 

⑤ 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地評価における交通量に関する評価結果

の妥当性 
Ｐ．３～Ｐ．４ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

交通量－片側一車線、渋滞が予想される区間がある。 

 

彦名地区では渋滞は無いとのことですが、構成市町村より彦名地区に

搬入する際に、どうしても通らなければならない米子市街地の主要渋滞

箇所があり、これまで以上に渋滞する懸念があります。一地区の渋滞と米

子市街地全体の渋滞では住民の日常生活や産業活動（特に流通業、観光業

等）に与える影響の大きさは雲泥の差になると思われます。尾高・日下地

区の道路が渋滞するとされるのは通勤時間帯（8：00-9：00）が主で、分

散搬入を実施すれば問題になるレベルではないと考えます。 

 

 

補
足
説
明 

・最終候補地調査における交通量に関する評価基準が示されていない。 

 

・「米子市街地の主要渋滞箇所(国土交通省鳥取河川国道事務所 Hｐ)」よ

り 

「令和５年度 第１回鳥取県道路交通渋滞対策部会」 

  （鳥取県幹線道路協議会 道路交通渋滞対策部会）資料より 

  「鳥取西部地区は、米子市街地を中心に主要渋滞箇所が集中し、平日朝

ピ―クに 20Km/ｈ以下の区間が多数存在します。」 

 【米子市街図】 

      
                        ＊交通課題が大きいエリア 

[主要渋滞箇所]                          ～20Km/ｈ未満 

 一般国道 181 号（麹町地区～富士見町地区)         20～30Km/h 未満 

 一般国道 431 号（両三柳地区～皆生地区）        30～40Km/h 未満 

 一般国道 431 号（日吉津地区～二本木地区）     

  両三柳後藤停車場線・米子港線（米原地区～義方町地区） 
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整

理 

番

号 

⑥ 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地評価における文化財に関する評価の必

要性 
Ｐ．４ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

文化財－本調査が必要な場合がある。 

 

いずれの地区も史跡・名勝・天然記念物は存在しておらず、また、埋蔵

文化財の包蔵地ではない（一次評価：史跡・文化財）。 

したがって、当該地での長期間の調査は必要ないと思われます。また、

必要があればその都度実施されたい。 

 

補
足
説
明 

 

・最終候補地調査における文化財に関する評価基準が示されていない。 

 

・「令和 4年 10 月 12 日開催 第 7回用地選定委員会」より 

埋蔵文化財の調査について 

「埋蔵文化財の調査については、用地選定の段階では困難と考える。調

査にあたっては、予備調査、本調査、保存等の状況によって様々な想定が

必要となるため、どのような調査ができるか検討する。」という選定委員

からの意見が記されており、短期間での調査では優劣をつけづらく、最終

候補地調査には適さない項目であると考える。 

 

・ 「最終候補地調査」と「結果に基づく優位性の判定結果」の調査項目の

相違 

「令和 4年 10 月 24 日 ごみ処理施設等調査特別委員会資料 3-(2）」よ

り 

最終候補地調査の調査項目に無かった「文化財」の項目が彦名町地内に

優位性があるとして唐突に加えられているのは不自然と考える。 

【最終候補地調査の内容】 

環境影響予測等予備調査：大気汚染・悪臭、騒音・振動、水質、景観 

施設の特性に応じた現地調査：風向・風速、交通量、生物 

 

・「令和 4年 10 月 24 日 ごみ処理施設等調査特別委員会会議録」より 

委員からの質問に、「一部の調査対象地が埋蔵文化財包蔵地の一部にかか

っているが日下ではない。」という主旨の事務局の意見が記されている

が、最終報告では、尾高・日下地内は「本調査が必要な場合がある。」と

判定されているのは納得できない。 
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整

理 

番

号 

⑦ 

項目名 要求書記載頁 

用地選定経過における公平性の確保 Ｐ．４ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

米子市による用地選定の段階で中間処理施設の候補地として尾高・日

下地区が選定されているにも拘らず、米子市自治連合会会長（県地区自治

連合会会長）が用地選定委員として本年３月まで在任されていたという

事実は、「一般廃棄物処理施設用地選定委員会条例施行規則」に抵触して

いると思われます。尾高・日下地区が候補地に選定された時点で用地選定

委員を解任し、利害関係の無い副会長等への変更が行われなかったこと

は、甚だ公平性に欠ける対応と言わざるを得ません。 

 

 

補
足
説
明 

 

・米子市自治連合会会長（県地区自治連合会会長）が、用地選定委員とし

て令和 3年 8月 25 日開催の第１回一般廃棄物処理施設用地選定委員会か

ら参加されていた事は、「鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施

設用地選定委員会条例施行規則 第４条４（会議の議事に利害関係を有す

る委員は、その議事に加わることができない）」に明らかに抵触している

と思われる（コンプライアンス違反）。 

 

・「令和 5年 7月 5日 日本海新聞」より 

「ただ、当該の委員は最終審査に加わっておらず、評価基準も客観的な

事実に基づいて審議されているとして、同組合は選定結果に所属は影響

していないとしている。」とあるが、上記の施行規則に照らして適切な理

由になっていないことは自明の理であると考える。 

 

・米子市自治連合会会長は、構成市町村の住民代表として選定委員に加わ

り、住民目線で議事に加わる等、非常に重要な役割を担うことが期待され

ていたが残念としか言いようが無い。 

 

【ご参考】 

県地区自治連合会（18 自治会から成る） 

日下、石州府、上福万、中福万、下福万、５ッ分、河岡、栄、石垣、 

夏海、清水ヶ丘、朝日ヶ丘、みなみ、河原、蛍が丘、緑ヶ丘、 

緑ヶ丘グリーンハイツ、あすなろ 
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整

理 

番

号 

⑧ 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地の箇所数を変更したことの妥当性 Ｐ．４～Ｐ．５ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

候補地評価の総合得点（一次評価・二次評価）において、尾高・日下地

区が４ポイント優位であったにも拘らず、１００点満点に換算すると彦

名地区との差は「僅差」でしかないという理由で最終候補地調査を実施

し、彦名地区に優位性があると最終報告がされていますが、そもそも４ポ

イント差がある中、何故、「候補地評価基準」通り尾高・日下地区を最終

候補地に選定しなかったのか。「僅差」と判断する場合の基準を「候補地

評価基準」の決定（第４回委員会）の時点で明確に決めておく必要があっ

たと考えます。 

 

補
足
説
明 

 

・選定委員会で決定した「候補地評価基準」が遵守されず形骸化している。 

 

・「令和 4年 8月 31 日 ごみ処理施設等調査特別委員会会議録」より 

「一次評価点、二次評価点は事務局が作成し選定委員が審議した。」と

記されており、ほぼ全てのことが事務局主導で行われ、選定委員が「候補

地評価基準」や「評価点」について十分に時間を割いて協議・検討された

のか懸念される。その結果として、総合評価点で４ポイントの差があるに

も拘らず「僅差」で「対外的な説明が難しい」という極めて曖昧な判断に

至ったのではないかと思料される。 

 

・最終候補地評価で逆転する総合評価点（満点：一次評価点 165、二次評

価点 60） 

  

  ＊( )内の数字は満点：225 に対する割合(％) 

最終処分場の場合は、新山・陰田と尾高・日下との差は１ポイントと最少

ポイント差であることから対外的な説明は慎重にならざるを得ないと考

えるが、中間処理施設の場合は、４ポイントの差があり、「候補地評価基

準」通りの評価を行うのが当然であり、評価方法を突如変更することは選

定委員会で決議した「候補地評価基準」や「評価点」の信頼性を失わせる

ものであると考える。 

 

施設配置案 尾高・日下 彦名町 新山・陰田 尾高・日下

一次評価点 136 138 126 130

二次評価点 57 51 55 50

総合評価点 193(85.8) 189(84.0) 181(80.4) 180(80.0)

中間処理施設 最終処分場
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整

理 

番

号 

⑨ 

項目名 要求書記載頁 

ＵＰＺの評価の必要性 Ｐ．５ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

島根原子力発電所までの距離が最終評価項目に盛り込まれなかったこ

とは何故なのか。３０キロメートル（ＵＰＺ）圏内に彦名地区の候補地が

含まれているのは周知の事実です。原発事故の際のリスクが評価項目に

入らないことはあり得ないと考えます。 

 

 

補
足
説
明 

 

・「一般廃棄物処理施設用地選定方針(令和 3年 8月)」と「最終候補地評

価項目」との齟齬 

 

「一般廃棄物処理施設用地選定方針」より抜粋 

第1章 基本方針 

 2 用地選定方針の策定目的 

具体的には、経済性、環境保全性、防災性等について総合的に有効な建設

用地を選定するため、その基本方針である用地選定方針を定めるもので

ある。 

  

令和 14 年度より 30 年以上にわたり安全・安心・適正に処理施設が稼

働しなければならないが、原発事故（防災性）に関する評価項目が一次評

価、二次評価及び最終評価に全くなく、原発事故が発生した場合には UPZ

圏内にある処理施設は長期の不稼働あるいは全く稼働できなくなるとい

う大きなリスクがあり、評価項目に加えるのは当然だと考える（他の自治

体へ依存することには限界があり、依存しなくて済む処理施設を整備す

べき）。 

 

経済合理性を追求するあまり彦名町地内で発生する可能性がある災害

（原発事故、洪水浸水、地震による液状化等）のリスクを軽視することは、

用地選定方針に反するとともに、構成市町村の住民の快適な日常生活を

守るという観点からも無責任であると考える。 
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整

理 

番

号 

⑩ 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地評価における相対評価の妥当性 Ｐ．５ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

最終評価を点数（絶対評価）ではなく相対評価としたのはなぜか。 

最終候補地が２地区なので比較対照で評価したということですが、上述

の内容を勘案して点数化した場合、第７回選定委員会で審議された「対外

的な説明が難しい」程度の差にしかならないと考えます。 

 

 

補
足
説
明 

 

・最終候補地評価における評価基準が公表されていない。 

 

・最終候補地は、「最終候補地評価」のみで判断するのではなく、一次評

価点、二次評価点と最終候補地評価を点数化した最終候補地評価点のト

ータルで判断すべきだと考える。 

 

・最終評価の評価基準、評価方法の決定過程が不透明。 

選定委員会の選定過程をチェックする機関が無く、ブラックボックスの

中で選定が行われていると考える（選定過程の透明性が確保されていな

い）。 

 

・「ごみ処理施設等調査特別委員会」が下記の日程で開催されているが、

特別委員会の役割は何か、また選定委員会に対し何らかの権限を行使で

きるのか。 

「委員会開催日」 

令和 4年 1月 28 日、5月 12 日、8月 31 日、10 月 24 日、 

  令和 5年 1月 30 日、11 月 10 日 

 

・意見調整委員会には最終評価項目に防災性（原発事故、洪水浸水、液状

化等）を加え、彦名町民に限らず構成市町村の誰でもが納得する常識的な

点数配分で評価ができるよう意見調整されることを望みます。 

また、評価点が「僅差」になることが十分に予想されますので、要求書

にも書いているように最終評価を行う前に「僅差」の基準と 「僅差になっ

た場合は何を持って最終判断するのか」を明確に決めておくよう意見調

整されることを望みます。 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

整

理 

番

号 

⑪ 

項目名 要求書記載頁 

最終候補地評価における防災面の評価 Ｐ．５～Ｐ．６ 

要
求
書
記
載
内
容 

 

新しい一般廃棄物中間処理施設は、構成市町村の住民にとって必要不

可欠な重要施設であり、長い年月と巨額の税金を投入し建設される物で、

住宅等民間施設とは一線を画すものであると考えます。それゆえ永続的

に安定した稼働が求められるものだと思います。しかしながら最終選定

項目から、原発、津波等の防災面の項目が無いことに違和感を覚えます。

確かに原発事故、津波による水没の確率は極めて低いのかもしれません

が、決して「ゼロ」ではない。原発や津波のリスク項目より、希少な鳥や

大山と一部重なるという景観の項目が重要であると言われ納得される人

が、はたしてどれほどおられるか、はなはだ疑問です。 
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補
足
説
明 

 

・処理施設の長期的な安全・安心・適正な稼働を担保するには、最終候補

地評価において環境影響予測等の調査項目だけでなく、防災性（原発事

故、浸水水害、液状化等）に関する評価項目を加えることが必要であると

考える。 

 

・防災性(水害)における優位性について 

「一次評価及び二次評価における基本評価項目得点表④－ⓑ－ア」より 

 彦名町地内と尾高・日下地内の防災性（水害）の比較 

彦名町地内  

 基本調査項目：防災性  

 評価区分：水害 

 評価項目：洪水浸水想定区域 

 調査結果・評価：浸水深想定区域  0.5ｍ以上、最大浸水深 3.0ｍ未満 

尾高・日下地内 

 調査結果・評価：浸水深想定区域 0.5ｍ未満  

 

「令和 3年 8月 25 日第 1回一般廃棄物処理施設用地選定委員会会議録」

より 

「氾濫が起きると場所によって高さがかなり異なるため、浸水の高い

エリアは外していくものと考えている。」との事務局からの発言から、彦

名町地内は防災性において原発事故だけでなく浸水水害においても尾

高・日下地内に対し優位性は無いと考える。 

 

 

追加項目 

整

理 

番

号 

① 

項目 
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意
見  

補
足
説
明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


